
逗子市では市独自の介護保険サービスとして、通院等に利用できる
タクシーによる移送サービスを行っております（利用できるタクシー事業所は指定されています。）。
　　利用にあたっては資格要件等がありますので、契約されているケアマネジャー（介護支援専門員）または逗子市高齢介護課介護保険係へお問い合わせください。
１　移送サービスのご利用の要件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　





　２　申請について
　　移送サービスの利用を希望される方は、介護保険特別給付サービス利用申請書に必要事項をご記入、押印のうえ、逗子市高齢介護課介護保険係に提出してください。郵送または代理の方による提出も可能です。
移送サービスの利用が決定された方には介護保険特別給付サービス利用認定証（移送サービス）をお送りします。
　３　サービス費用について
　　サービス費用は、片道１回（月４回まで）につき、３,０００円※が限度です。１回の利用で３,０００円を超えたときは、その超えた額は全額利用者の負担になります。なお、移送サービス費用は、介護度ごとに設定されている支給限度額とは別枠で利用できます。
※ヘルパー指名料（５００円）を含み、３,０００円までです。
　４　次のいずれかに該当する場合には、移送サービスは利用できません


【申請から利用まで】

１　申請　　　　　


　　　
２　利用認定証（青色）
の交付

　　

３　ケアマネジャー  
へ連絡

　

４　移送サービス
指定事業者と
　　契約

　　　   　

５　移送サービスの　　　
利用
　　　　　　　　　　

※指定事業者との利用の契約について、混雑状況などにより契約までに時間がかかることがありますので、ご利用の予定がある場合には、早めにご申請ください。
※移送サービス利用の際には、原則、ご家族様等の同乗者が必要です。
＊移送サービス指定事業者
逗子菊池タクシー株式会社
○保有車両　　　　　　車イス対応ワンボックスタクシー　３台
○受付と問い合わせは　フリーダイヤル　０１２０(２１１７)７５
　　　　　　　　　　　代表　　　０４６(８７１)２１１７
　　　　　　　　　　　　
逗子市高齢介護課介護保険係　

電話046(873)1111内線247
介護保険特別給付（移送サービス）について





認定結果により介護度が


要介護１～要介護５のいずれかである





いいえ





はい





利用されるご本人の


市民税が非課税である





移送サービスは利用できません





いいえ





はい





申請により移送サービスが利用できます（原則、同乗者が必要です）





①介護保険サービスで、移送サービスに相当するサービスを受けている場合


②施設サービス（特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、グループホームなどに入所）を利用している場合


③医療機関に入院している場合


④利用者または家族等が感染症の患者で、感染のおそれがあると認められる場合





裏面に続きます





移送サービスの利用を希望される方は、逗子市高齢介護課介護保険係へ介護保険特別給付サービス利用申請書をご提出ください(郵送または代理の方による提出も可能です。)。





申請書に基づいて要件を審査いたします。移送サービスの利用が決定された方には介護保険特別給付サービス利用認定証（移送サービス）をお送りいたします。





移送サービスの利用が決定された旨を、ケアマネジャーに連絡してください。


ケアマネジャーがケアプラン（居宅サービス計画）に移送サービスの利用を記載します。なお、移送サービスは通院等の定期的かつ介護に必要な事由に限定されます。





移送サービス指定事業者と利用の契約をします（移送サービス指定事業者がご自宅にお伺いします。）。








移送サービスのご利用希望日をケアマネジャーに相談し、移送サービス指定事業者と日程の調整をします。


移送サービス利用当日は、運転手に介護保険特別給付サービス利用認定証（移送サービス）を提示してください。








